
久喜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

久喜市建築基準法施行細則（平成２２年久喜市規則第１９６号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第１号中「第１３８条第３項第１号」を「第１３８条第４項第１号」に

改める。 

第２５条第２項中「同条第３項第４号」を「同条第４項第４号」に改める。 

様式第８号中「第１３７条の１２第４項」を「第１３７条の１２第１３項」に

改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


